
平
成 都 則基北 正北 規の
十 市 のづ海 す海 則特
三 計 一き道 る道 例
年 画 部市建 規自 に
八 法 を町設 則然 関

北 海

低 北 例北 北
開 海 海 海
発 道 道 道
地 税 新 警
域 条 産 察

道 公 報

北 北 一北 例北 す選北
海 海 部海 海 る挙海
道 道 を道 道 条運道
屋 建 改建 自 例動議
外 設 正設 然 の会

第

の低 北 取北
特開 海 立海
例発 道 て道
に地 税 等性
関域 条 の風

号付録

平
成

月 施 改村部 環 す
十 行 正がの 境 る
四 細 す処事 等 条
日 則 る理務 保 例

の 規す処 全 施
一 則る理 条 行
部 事の 例 規
を 務特 施 則

火 改 の例 行 の
正 範に 規 一

曜 す 囲関 則 部
る をす の を

日 規 定る 一 改

工 例 業 組
業 施 都 織規
開 行 市 条
発 規 建 例
地 則 設 の
区 の 協 一
等 一 議 部
に 部 会 を
お を 条 改
け 改 例 正
る 正 を す
道 す 廃 る
税 る 止 条

広 部 す部 環 公議
告 手 るの 境 費員
物 数 条事 等 負及
条 料 例務 保 担び
例 条 処 全 に北
の 例 理 条 関海
一 の の 例 す道
部 一 特 の る知
を 部 例 一 条事
改 を に 部 例の
正 改 関 を の選
す 正 す 改 一挙
る す る 正 部に

す工 例 規俗
る業 の 制営 条
条開 一 に業
例発 部 関等
の地 を すに
一区 改 る係
部等 正 条る
をに す 例不
改お る 当
正け 条 な
する 例 勧
る道 誘
条税 、

十
三
年
七

則 め条 部 正
る例 を す
規に 改 る（

環
境（

建 生
設 活（ （
部 建 部 同
都 設 環
市 部 境
環 総 政
境 務 策
課 課 課
） ） ） ）

の 規 す 例
課 則 る
税 条（

則 総
合
企 （
画 警（

総 部 察
務 地 本
部 域 部
税 政 警
務 策 務
課 課 課
） ） ）

条 る 条 す をお
例 条 例 る 改け（

建 例 の 条 正る（
設 環 （
部 境 総（
ま 建 生 合
ち 設 活 企（
づ 部 建 部 画
く 企 設 環 部
り 画 部 境 市
推 調 総 政 町
進 整 務 策 村
課 課 課 課 課
） ） ） ） ）

例の 料
課 金（
税 警の

例察
本
部
生（ （

同 総 活
務 安
部 全
税 企
務 画
課 課

） ） ）

月
分
北
海

６ ６ ６ ５

、 、 、 、

一 土 道 道 結 債北
般 地 営 営 核 ）海
競 改 土 土 予 道

１

、 、 、

す北
る海
訓道

、 、 、 、 、

正北
す海
る道

５ ３

、 、 、

す職 北 農
る員 海 地
訓賞 道 法

道
公
報
目
録争 良 地 地 防 公

入 事 改 改 法 債
札 業 良 良 に の
の 事 事 よ 定（

物 計 業 業 る 時品 画 変 計 医 償の 変 更 画 療 還賃 更 計 の 担 の借 の 画 決 当 抽） 同 の 定 機
せの 意 決 関
ん実 定 の
の施 指
実

令構
造
改
革告 北北北
推 海進 海 道本 海
部 地
設 道 方置 道労規 企程 働
の 議委業

訓職
令員
失
業北北北北北
者

海海 退海海
職道道 手道道
当人教 支警監 海
給事育
規察査委委 程

令罰 職 施
及 員 行
び 被 細
賠 服 則訓
償 貸 の
審 付 一
査 規 部 第委 程 を
員 の 改
会 一 正
規 部 す 号程 を る

まの 改 規

号 本
外 号

第 第第

号 号号
か まか

定
施
（
縁
故

（ （ （
同 同 土

地（ （
一 酪 改 保
農 良 健 （
畜 指 予 財
産 導 防 政

一
員部

を 局会会
改
正

示

（
構
造
改
革
推
進

の本委員員 一
部部員会会道
を訓 改

令

（
同

一 正 則 で
部 す
を る
改 訓
正 令

令

（
農
地（ （

同 人 調
事 整

ら でら

◎
ジ 上 公
か（ 報算 ら
目用 番
録数 号

字 、 の
は 題 見
、 名 方号 、課 課 課 課

） ） ） ） ） ）

、 、 、 、 、 、

課
）

、

）

、

課 課
） ） ）

、 、 、

外 課
） 名
、 、
日 ペ
付 ー



土 土 土 同 一北 都 書
地 地 地 部海 市 の
改 改 改 改道 計 写
良 良 良 正の 画 し
事 事 区 指 事 の

北 海

市 し市 公 公 河 道 道 道
町 の町 有 有 川 路 路 路
村 縦村 水 水 区 の の の
の 覧の 面 面 域 区 供 区
決 決 の の の 域 用 域

道 公 報

道 土 知 知 土 道 土 特
路 地 事 事 地 営 地 定
の 収 権 権 改 土 改 非
区 用 限 限 良 地 良 営
域 法 に に 事 改 区 利

第 号

き北 土 急 土 公 基 予
人海 地 傾 地 共 本 定
の道 区 斜 収 測 測
指収 画 地 用 量 量
定入 整 崩 法 の の

付録

平
農 知 知 成
林 事 事 十
水 権 権 三
産 限 限 年
大 に に 八

業 業 の 定 業 縦
の 計 定 金 の 覧
計 画 款 融 認
画 の の 機 可
変 変 変 関
更 更 更 及
の 申 の び
協 請 認 収
議 の 可 納
の 適 代
適 否 理
否 の 金
の 決 融

定 定 埋 埋 廃 の の の
に に 立 立 止 変 開 変
係 係 て て 等 更 始 更
る る に の に 及
都 都 関 免 よ び
市 市 す 許 り 供
計 計 る 生 用
画 画 工 じ の
の に 事 た 開
変 関 の 廃 始
更 す し 川
に る ゅ 敷
関 図 ん 地

の に 係 係 業 良 が 活
決 よ る る の 事 行 動
定 る 保 保 計 業 う 法
事 安 安 画 変 土 人
業 林 林 変 更 地 設
の の の 更 計 改 立
認 指 指 の 画 良 の
定 定 定 協 の 事 認
の 議 決 業 証
解 の 定 の の
除 適 廃 申
の 否 止 請
予 の の

の証 理 壊 に 実 実
一紙 組 危 よ 施 施
部の 合 険 る の の
改元 の 区 事 通 通
正売 理 域 業 知 知
り 事 の の
さ の 指 認
ば 氏 定 定
き 名
人 等
及 の
び 届
売 出

臣 係 係 月
権 る る 十
限 保 保 四
に 安 安 日
係 林 林
る の の
保 指 指
安 定 定
林 の 火
の 解
指 除 曜
定 の
の 予 日

決 定 機
定 関

の

（ （ （
同 同 土

地 （ （
改 都 同
良 市（ （
指 同 経 環
導 理 境
課 課 課

） ） ） ） ） ） ）

す 書 功 等
る の 認
図 写 可

（ （ （ （ （ （
都 同 砂 同 同 同
市 防 （
計 災 河
画 害 川
課 課 課
） ） ） ） ） ） ）

定 決 認
定 可

（ （ （
同 同 土（

建 地（ （
道 設 改 生
路 部 良 活（ （
整 総 同 治 指 振
備 務 山 導 興
課 課 課 課 課
） ） ） ） ） ） ） ）

り
さ
ば

（ （ （
同 同 建（ （ （

物 都 砂 設
品 市 防 部 （
管 環 災 総 同
理 境 害 務
課 課 課 課
） ） ） ） ） ） ）

解 定
除
の

（ （
同 治
山
課

） ）

、 、 、 、 、 、 、

漁 道 土 土 道 土 一 北
獲 営 地 地 営 地 般 海
共 土 改 改 土 改 競 道

、 、 、 、 、 、 、

道 同 道 定 部漁 家 家 道
路 路 置 改業 畜 畜 営
の の 漁 正災 伝 伝 土

、 、 、 、 、 、 、 、

土 土 道 土 止生 生 生
地 地 営 地 ） 活 活活
改 改 土 改 の 保 保保

、 、 、 、 、 、 、

内産 同 同 道 土 知 農
容業 路 地 事 林
の廃 の 収 権 水

、 、

知 特 土
事 定 地
権 調 改

済 地 良 良 地 良 争 立
に 改 事 事 改 区 入 ゆ
係 良 業 業 良 の 札 め
る 事 の の 事 役 の（
規 業 計 計 業 員 物 森
約 の 画 画 変 の 品 公
に 工 変 変 更 就 の 園
つ 事 更 更 計 任 賃 の
い の の の 画 及 借 区
て 完 同 協 の び ） 域
の 了 意 議 決 退 の の
同 の 定 任 実 変
意 適 の 施 更

区 供 業 害 染 染 地
域 用 の 補 病 病 改
の の 漁 償 の 検 良
変 開 場 法 発 査 事
更 始 計 に 生 の 業
及 画 よ 命 の
び る 令 工
供 区 事
用 域 の
の 及 完
開 び 了
始 区

分

良 良 地 良 届 護 護護
事 事 改 区 出 法 法法
業 業 良 の に にに
の の 事 定 よ よよ
計 施 業 款 る るる画 行 変 の 施 医指変 の 更 変 術 療定更 同 計 更 機 機医の 意 画 の 関 関療協 の 認 の の

機議 決 可 指 指
関の 定 定 定
等適
の

概棄 区 用 限 産
要物 域 法 に 大
等処 の に 係 臣
理 変 よ る 権
施 更 る 保 限
設 事 安 に
の 業 林 係
設 の の る
置 認 指 保
に 定 定 安
係 の 林
る 解 の
認 除 指

限 達 良
に 契 事
係 約 業
る に の
保 係 工
安 る 事
林 落 の
の 札 完
指 者 了
定 等 の
の の 届
予 公 出
定 示

の 否 届
確 の 出
認 決

定

（ （ （ （ （
同 同 同 同 土 （

地 公（ （
水 改 情 園
産 良 報 下
経 指 政 水
営 導 策 道

の
決
定
の
一

（
同

（ （ （ （ （ （ （
同 同 道 漁 水 同 酪

路 業 産 農
整 管 経 畜
備 理 営 産

否
変の
更決

定 （
廃

（ （ （ （
同 同 同 土

地
改
良 （ （ （
指 同 同 保
導 護

可 の 定
申 予 の
請 定 予
書 定
の

（ （
廃 建（ （ （
棄 同 同 道 設
物 路 部 （ （
対 整 総 同 同
策 備 務

（
同

（
資 二
源（

治 管
山 理

課 課 課 課
） ） ） ） ） ） ） ）

、 、 、 、 、 、 、 、

課 課 課 課
） ） ） ） ） ） ） ）

、 、 、 、 、 、 、 、

課 課
） ） ） ） ） ） ）

、 、 、 、 、 、 、

課 課 課
） ） ） ） ） ） ）

、 、 、 、 、 、 、

課 課
） ） ）

、 、 、



平
成 知 申小 同 同 同 家
十 事 請型 畜
三 権 期機 伝
年 限 間船 染
八 に 底 病

北 海

肥 土 道 土 生 生 救 救
料 地 営 地 活 活 急 急
の 改 土 改 保 保 病 病
登 良 地 良 護 護 院 院
録 事 改 区 法 法 及 及

道 公 報

商 商 商 商 内産 一北 可
品 品 品 品 容業 部海
の の 及 の の廃 改道
適 単 び 単 概棄 正の
正 位 役 位 要物 指

第

第 道 同 道 公 知 特 い区
一 路 路 共 事 定 て域
種 の の 測 権 調 の内
市 区 区 量 限 達 同特
街 域 域 の に 契 意定

号付録

て特 て特
の定 の定
同第 同第
意三 意二
の号 の号

月 係 び 検
十 る き 査
四 保 網 の
日 安 漁 命

林 業 令
の の
指 許
定 可

火 の 又
解 は

曜 除 起
の 業

日 予 の

事 業 良 の に に び び
項 の 事 定 よ よ 救 救
の 施 業 款 る る 急 急
変 行 変 の 介 介 診 診
更 の 更 変 護 護 療 療
の 協 計 更 機 機 所 所
届 議 画 の 関 関 の の
出 の の 認 の の 認 申
適 決 可 変 指 定 出
否 定 更 定 の の
の の 一 撤
決 届 部 回
定 出 改

包 価 務 価 等処 定
装 格 に 格 理 金
の 等 係 等 施 融
一 の る の 設 機
般 表 不 表 の 関
的 示 当 示 設 及
基 に な に 置 び
準 関 取 関 に 収
の す 引 す 係 納
廃 る 方 る る 代
止 基 法 標 許 理
準 準 可 金
の 申 融

地 の の 実 係 約 の養
再 変 変 施 る に 確殖
開 更 更 の 保 係 認業
発 及 通 安 る 者
事 び 知 林 入 に
業 供 の 札 係
の 用 指 の る
事 の 定 公 共
業 開 の 告 済
計 始 予 契
画 定 約
の の
変 締

確漁 確漁
認業 認業
者 者
に に
係 係
る る
共 共
済 済
契 契
約 約
の の
締 締
結 結

定 認
可
の

（ （ （ （ （
漁 同 同 同 酪
業 農（

治 管 畜
山 理 産
課 課 課
） ） ） ） ） ）

正

（ （ （
同 同 土

地（ （ （
流 改 同 地
通 良 域（ （
対 指 同 保 医
策 導 護 療
課 課 課 課
） ） ） ） ） ） ） ）

廃 請 機
止 書 関

の の

（
廃（ （ （ （ （

同 同 同 生 棄 建
活 物 築（
振 対 経 指
興 策 理 導
課 課 課 課

） ） ） ） ） ） ）

更 結
の に
認 つ

（
建（ （ （ （ （

同 同 道 設 資 同
路 部 源（
整 総 治 管
備 務 山 理
課 課 課 課

） ） ） ） ） ） ）

に に
つ つ
い い

（ （
同 水

産
経
営
課

） ）

、 、 、 、 、 、

知 知 知 定 て特 肥
事 事 事 置 の定 料
権 権 権 漁 同第 の

、 、 、 、 、 、 、 、

肥 農 道 道 土 政又平 一
料 業 営 営 地 部は成 般
の 振 土 土 改 所事十 競

、 、 、 、 、 、 、

一 北 補 公 道 特 予農
般 海 助 有 路 定 定林
競 道 金 水 の 調 水

、 、 、 、 、 、 、

道 土 有 一 公 公 同 道 同
営 地 害 般 有 有 路
土 改 興 競 水 水 の

、 、

道 半 公
路 島 共
の 振 測

限 限 限 業 意三 登
に に に の の号 録
係 係 係 漁 確漁 の
る る る 場 認業 失
保 保 保 計 者 効
安 安 安 画 に
林 林 林 係
の の の る
指 指 指 共
定 定 定 済
の の 契
解 予 約
除 定 の

登 興 地 地 良 管業三 争
録 地 改 改 区 分、年 入
事 域 良 良 の 補度 札
項 の 事 事 定 そ助に の
の 指 業 業 款 の対お 実
変 定 の 変 の 三象い 施
更 の 工 更 変 ）経て
の 一 事 計 更 費補
届 部 の 画 の 、助
出 改 完 の 認 補金
正 了 決 可 助等

定 率を
等交

争 公 等 面 区 達 産
入 債 の の 域 契 大
札 の 交 埋 の 約 臣
の 償 付 立 変 権（
資 還 に て 更 物 限
格 関 の 品 に（
に 縁 す 承 の 係
関 故 る 認 賃 る
す 債 権 の 借 保
る ） 限 出 ） 安
公 の 願 に 林
示 委 係 の

任 る 指

地 良 行 争 面 面 区
改 区 の 入 の の 域
良 連 指 札 埋 埋 の
事 合 定 に 立 立 変
業 の よ て て 更
変 定 る の の 及
更 款 道 承 免 び
計 の 有 認 許 供
画 変 財 用
の 更 産 の
決 の 開（
定 認 土 始
可 地

区 興 量
域 法 の
の に 実
変 よ 施
更 る の
市 通
町 知
村
道
の
代
行
工

の 締
予 結
定 に

つ
い

（ （ （
三 漁 水 同

業 産（ （ （
同 同 治 管 経

山 理 営

の付
決す
定る
事（

農務

（ （ （
同 同 土

地（ （
流 農 改
通 村 良 （ （
対 計 指 農 同
策 画 導 政

の 入 定
一 札 の
部 の 解
改 公 除
正 告 の

（
出 （ （ （
納 砂 道 技
局 防 路 術（ （ （

保 財 総 災 整 管 治
護 政 務 害 備 理 山

）
の
売
払
い

（
生
活（ （

同 土 文
地 化 （ （ （ （ （
改 ・ 同 砂 同 同 同
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予農 知 成
定林 事 十
水 権 三
産 限 年
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河 者 営 針
川 住 の
整 宅 策
備 共 定
方 済
針 会

平
成
十
二
年

業 縦定 の 実 臣 臣 良
の 覧に 変 施 権 権 事
認 係 更 の 限 限 業
可 る 及 通 に に の

都 び 知 係 係 工
市 供 る る 事
計 用 保 保 の
画 の 安 安 完
の 開 林 林 了
変 始 の の
更 指 指
に 定 定
関 の の

良 に 園 園 つ捕 業 に 理
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